
○介護

・概要
⑴　日常生活を営むのに支障がある者の、介護にあたらざるを得ない場合に、その介護のため勤務しないこと
　が相当であると認められた場合

・関係法令等 
⑴  地方公務員等法共済組合法第42、53、54、70条の３
⑵　公立学校共済組合定款23、26条
⑶　公立学校共済組合運営規則第24条
⑷　職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14、15、16条
⑸　職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第10号、14、17、16、19条第１項、20条
⑹　福島県教育庁等に勤務する職員の休暇等に関する取扱要領　第４、５、10
⑺　財団法人福島県教職員互助会給付規程第20条

・介護休暇の手続

⑴　介護休暇願　　　　　　　　　　　　　　　　　１部
添付書類

＊　要介護者の状態を証明する医師の診断書　　原本１部
＊　職員と要介護者との続柄を証明する書類　　原本１部
　（共済組合員証写、住民票謄本、戸籍謄本等）

⑴　介護休暇承認(不承認)通知書
※　職員本人に通知する

⑴　職員の１か月以上の休暇について(報告)　　　４部作成３部提出
※　承認した休暇が１か月以上にわたる場合
添付書類

＊　介護休暇願(写)
＊　要介護者の状態を証明する医師の診断書(写)
＊　職員と要介護者との続柄を証明する書類(写)
　　(共済組合員証写、住民票謄本、戸籍謄本等)

◇介護休暇期間を延長する場合
⑴　介護休暇願

※　初めて承認を受けた介護休暇願の請求の期間欄に必要事項を記入し、承認を受ける

添付書類
＊　要介護者の状態を証明する医師の診断書(写)

　(既に提出されたもので要介護の状態が明らかな場合は省略可)

⑴　介護休暇承認(不承認)通知書
※　職員に通知する

⑴　介護休暇承認変更願
※　承認内容に変更が生じた場合、職員から提出を受ける

⑴　介護休暇承認(不承認)通知書
※　職員に通知する

⑵　介護休暇願への記入
※　既に提出を受けている介護休暇願の当該備考欄に変更内容を記入する

◇期間中途において終了したい場合
⑴　介護休暇終了届

※　職員より提出を受ける
⑵　介護休暇願への記入

※　既に提出を受けている介護休暇願の当該備考欄に終了の旨を記入する
◇期間満了により終了する場合

※　手続きは必要ない
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◇給与
⑴　減額時間報告書の提出

（出勤簿（写）を添付する）
※　通勤手当等、実績を要するものは支給されない
※　介護休暇により勤務しなかった1時間につき勤務時間1時間あたりの給与が減額される
※　減額事由の生じた日の属する月の翌月の給与支給日に減額処理が行われる
※　教職調整額、諸手当、期末手当は通常どおり支給
※　勤勉手当は、勤務しなかった期間を勤務期間から除算して支給される（ただし、勤務し
　なかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合）
※　住民税は、原則的に控除することはできない

◇支給一時停止・追給返納不要通知書
※　｢管理職手当｣｢月額特殊勤務手当｣は、月の初日から末日まで全く勤務しないこととなる

月について停止する
※　停止コード｢１｣　　　削除コード｢０｣

◇給与マスター基本通知書６－１
※　｢通勤手当｣は、月の初日から末日まで全日数通勤がないこととなる月の例月処理時にマ

スターを提出
◇昇給内申書

※　勤務しなかった日数が昇給判定期間により30日、20日、10日以上となる場合、次の書類
　を添付

＊　勤務日数等明細書
＊　出勤簿（写）（時間で取得した場合）

※　勤務しなかった日数の数え方は病気休暇と同じ

⑴　(共)介護休業手当金(変更)請求書・(互)介護休暇給付金(変更)請求書
※　月毎に請求する(教育事務所経由)
添付書類

＊　介護休暇願(写)
＊　介護休暇承認(不承認)通知書(写)
＊　出勤簿(写)
＊　申出書（掛金及び貸付償還金の控除に関するもの）
＊　同居が必要な場合は住民票
＊　報酬支払証明書

※　共済組合貸付償還金については本人の申し出により償還猶予制度あり

・短期介護休暇の手続

⑴　休暇（欠勤）願
添付書類

＊　要介護者の状態等申出書　　　　１部

・短期の家族介護のための欠勤の手続

⑴　休暇（欠勤）願

⑴　減額時間報告書
（出勤簿（写）を添付する）
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